
議
会
だ
よ
り

議
会
だ
よ
り

お
の
ま
ち

定
例
会
３
月
会
議

【
特
集
】
次
回
選
挙
か
ら
定
数
10
名
へ

　
　
　
　
　
　
　

�������������������������� ２
 ペ

ー
ジ

定
例

会
３

月
会

議
 ������������������������� ４

 ペ
ー

ジ

常
任

委
員

会
審

査
 ������������������������� ７

 ペ
ー

ジ

町
政

を
問

う
！

７
人

が
一

般
質

問
 ������ ９

 ペ
ー

ジ

町
民

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

 �������������������� 18 ペ
ー

ジ

186
号

令
和
８
年

５
月
28日

発
行



議員定数を
12人から10人に削減！
議員定数を
12人から10人に削減！
議員定数を
12人から10人に削減！
　令和８年３月小野町議会定例会において、議員発議により提出された、

「小野町議会の議員の定数に関する条例の一部を改正する条例につい
て」が可決され、次回の町議会議員選挙一般選挙（令和10年１月執行予
定）から適用されることになりました。
　議会改革特別委員会において、社会情勢の変化
や人口減少、財政状況を鑑み、２年間にわたり議論
を重ねてきました。その結論としての「２名削減」の
経緯と、これからの議会のあり方を報告します。

　人口減少や少子高齢化の進行、物価高騰の影響など、町を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあ
る中で、議員定数についても時代に即した見直しが求められている。
　当議会ではこれまで、議会のあり方や議員定数の見直しについて検討を重ねてきたが、町の人口規模
の将来見通しや他自治体の動向も踏まえれば、一定数の削減はやむを得ないとの結論に至った。
　議員自らが身を切る改革を行うとともに、定数削減によって議会機能が損なわれることのないよう、
議員一人ひとりが議員としての責任を強く持ち、議員の質の向
上に努めることで、町民の付託に応えていくものとする。

平成  8年 ▼２０名から１８名（▲２名）
平成１６年 ▼１８名から１４名（▲４名）
平成２４年 ▼１４名から１２名（▲２名）
令和１０年 ▼１２名から１０名（▲２名） ●設置の目的：議会に係る諸課題を整理し、議会改革及び政策議論のあり方などの調査・検討を行う。

●委員会の開催回数や意見
　令和６年度：３回
　令和７年度：７回
　　　　  ４月：一般質問のあり方も含めた協議
　　　　  ６月：議員定数に関するアンケート調査実施

議員対象（回答検討期間６月25日～７月10日）
　　　　  ７月：アンケート結果を基に協議

次回改選時において望ましい議員定数に対する回答
　　　　　　  【現状維持６名、見直し４名、無回答１名】
　　　　  12月：協議継続
　令和８年１月：玉川村議会視察
　　　　  ２月：（10日）視察結果を踏まえ協議継続
　　　　　　 ：（24日）定例会３月会議において議員提出議案として上程することを決定

◆人口減少などの状況も踏まえると、２名程度の削減はやむを得ないと考える。

◆人口減少を踏まえ、町民も議員の数に関心がある。議会自ら改革するという姿勢、タイミング的にも今がよい
と考える。２名減でやむを得ない。

◆定数以前に議会のあり方を検討すべきと考えている。常任委員会の人数なども考えると、ある程度の人数は
必要である。議会は町に対して様々な意見を言うべき議論の場である。削減によって様々な意見が縮小され
て出せなくなってしまうことが危険だと考えている。議員定数についてはある程度の人数を確保するべきだ
し、そのために町民に議員になってもらうための活動をしていくべきと思っている。

◆２名は削減して良いと思う。近隣町村で定数削減していることも町民は知っており、なぜ小野町は削減しない
のかと言われる。今がちょうどいい時期、削減で良いと思う。

◆以前より町民から定数削減すべきという声はうかがっている。区長会からの意見も民意として受け止めたい。
前回の定数割れも踏まえると削減はやむを得ない、12人から10人への削減で良いと考える。

◆定数割れを踏まえると、削減しなければならないのではという考えになった。区長会からの意見を町民の代表
の意見として捉えれば、本当は現状維持がよかったが削減はしなければならないと考えている。

◆２名削減は賛成。その上で、議会活動の見える化が必要。

◆町民からも定数削減すべきではとの話はよく聞く。２名減は賛成。議員報酬やなり手不足の問題も解消してい
かなければと考える。定数減らしても立候補が少なかったとならないよう、情報も発信しながら取り組んでい
くべき。

◆現状維持・削減どちらでも良い派である。若い方が選挙に出てきてくれればいいと考えている。

◆理想から言えば議会機能の担保のために必要な定数は欲しいが、現状やこれまでの経過を踏まえると減らす
ことはやむを得ない。町民の行政への関心の低下が、議員定数のバロメータにもなってくるのではないか。　
２名程度の減で済むのであれば、10名程度でも議会機能の仕組みを維持できるのではないか。

　令和６年定例会３月会議において、議会改革特別委員会の設置について議員提出議案として提出
し、全員可決により委員会を設置

　令和６年１月16日告示の町議会議員選挙一般選挙において、定員12名に対し立候補11名となり、
28年ぶり無投票かつ初の定員割れとなった。
　令和７年３月４日告示の町議会議員再選挙（令和7年3月9日）が執行され、「定員割れ」を解消。

■議会改革特別委員会の足跡

意　見

●検討のプロセスと決定理由

■人口と議員定数の推移（図）

■提案理由

■採決結果

平成８年
（人）

14,000

12,000

10,000

8,000

平成16年 平成24年 令和8年
※各年３月３１日現在（住民基本台帳より）

13,516人
12,559人

11,267人

8,492人

賛成…１１名　反対…０名賛成…１１名　反対…０名 により可決されました。
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３月５日～３月 13日

定例会３月会議
令和８年小野町議会定例会３月会議は、３月
５日から３月 13日まで９日間の日程で開かれま
した。
会議では、令和７年度各会計補正予算、令和８
年度各会計当初予算、条例の一部改正など38件
の町長提出議案と、議員提出議案２件が提出され、
議案は全て原案のとおり可決となりました。
また、７名の議員が一般質問を行い、町政各般
にわたり町当局の考えをただしました。

▲本会議の様子

令和８年度当初予算  一般会計予算総額69億5,600万円
町の総合計画で掲げる将来像「人が輝き　みんなでつくる　しあわせおのまち」の実現に向け「人を育む子育て・
教育・文化のまち」「元気でしあわせな健康・福祉のまち」「安全で快適な生活環境のまち」「豊かで活力に満ちた
産業のまち」「選ばれるまち」「みんなで力を合わせてつくるまち」の６つの基本目標を着実に推進するための予算
が計上されました。昨年度より３億 8600万円の増額となります。
各会計の予算総額は下表のとおりです。

令和７年度一般会計並びに各
特別会計等の補正予算について
審査しました。
各会計の補正予算額について
は、右表のとおりです。

令和７年度
各会計補正予算

〈令和７年度補正予算額〉� ※１万円未満切り捨て

会計区分 補正額 補正後予算額
一　般　会　計 ▲７２７万円 ７２億３２９２万円

特
別
会
計

国 民 健 康 保 険 ６７８３万円 １０億８８１９万円
後 期 高 齢 者 医 療 ７１万円 １億５３４８万円
介 護 保 険 ▲１億５２８万円 １４億６３４０万円
文化・体育振興基金 ３９万円 ２７０万円

地
方
公
営

企
業
会
計

浄
化
槽

整
備
事
業

収 益 的 収 入 ▲１６万円 ４２９４万円
収 益 的 支 出 ▲１６万円 ４８４４万円
資 本 的 収 入 － ３２２２万円
資 本 的 支 出 － ３４５３万円

水
道
事
業

収 益 的 収 入 ▲１６５万円 １億６５４５万円
収 益 的 支 出 ▲７９万円 １億５５９１万円
資 本 的 収 入 １２９万円 ６３６８万円
資 本 的 支 出 ▲６３４万円 １億１４７０万円

会計区分 令和 8 年度 令和 7 年度 増　　減
一　般　会　計 ６９億５６００万円 ６５億７０００万円 ３億８６００万円

特
別
会
計

国 民 健 康 保 険 １０億６７２１万円 １０億８７９万円 ５８４２万円
後 期 高 齢 者 医 療 １億５５５８万円 １億３２８０万円 ２２７８万円
介 護 保 険 １３億９１８７万円 １４億７６７４万円 ▲８４８７万円
文化・体育振興基金 （特別会計廃止） ２１８万円

地
方
公
営
企
業
会
計

浄
化
槽

整
備
事
業

収 益 的 収 入 ４８６３万円 ４３６４万円 ４９９万円
収 益 的 支 出 ５６７１万円 ４９０９万円 ７６２万円
資 本 的 収 入 ４１３８万円 ２６４０万円 １４９８万円
資 本 的 支 出 ４１３４万円 ２９５９万円 １１７５万円

水
道
事
業

収 益 的 収 入 １億６５９２万円 １億６５３２万円 ６０万円
収 益 的 支 出 １億５５２０万円 １億５４５４万円 ６６万円
資 本 的 収 入 ６６３９万円 ６２３９万円 ４００万円
資 本 的 支 出 １億２８４９万円 １億２１０５万円 ７４４万円

※１万円未満切り捨て
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条
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制
定
・
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部
改
正
・
廃
止

　
条
例
制
定
３
議
案
、
条
例
の
一
部
改
正
14
議
案
、
条
例
廃

止
５
議
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

　
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
小
野
町
債
権
管
理
条
例
を
制
定

　

町
が
保
有
す
る
町
税
以
外
の
金
銭
債
権
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
諸
収
入
金
に
対
す
る
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金

徴
収
条
例
に
基
づ
き
、
公
債
権
を
管
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し
て
き
ま
し
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が
、
私
債
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公
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滞
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定

　
消
防
施
設
の
整
備
に
必
要
な
資
金
を
確
保
す
る
た
め
、
地

方
自
治
法
第
２
４
１
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
消
防
施
設

整
備
基
金
を
設
置
し
、
石
油
貯
蔵
施
設
立
地
対
策
等
交
付
金

を
財
源
と
し
て
積
立
を
行
い
た
く
、
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。

　
基
金
の
使
途
と
し
ま
し
て
は
、
令
和
８
年
度
・
９
年
度
の

石
油
貯
蔵
施
設
立
地
対
策
等
交
付
金
を
財
源
と
し
て
積
立
を

行
い
、
令
和
10
年
度
に
小
型
動
力
ポ
ン
プ
積
載
車
を
購
入
す

る
た
め
の
資
金
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
令
和
８
年
４
月
１
日

か
ら
施
行
す
る
も
の
で
す
。

◆
小
野
町
浄
化
槽
整
備
事
業
資
金
貸
付
基
金
条
例

を
制
定

　

令
和
７
年
度
か
ら
市
町
村
設
置
型
の
浄
化
槽
整
備
事
業

は
、
地
方
公
営
企
業
法
の
適
用
を
受
け
、
一
般
会
計
の
口
座

と
は
別
に
会
計
処
理
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
年
度

末
に
お
け
る
運
営
に
必
要
な
資
金
を
確
保
す
る
た
め
、
地
方

公
営
企
業
法
第
29
条
第
１
項
に
よ
る
一
時
的
な
借
り
入
れ
を

行
う
た
め
の
基
金
を
設
置
し
た
く
、
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。

　
基
金
の
額
を
２
千
万
円
以
内
、
貸
付
の
利
率
を
貸
付
け
日

に
お
け
る
財
政
融
資
資
金
の
貸
付
利
率
の
２
分
の
１
、
貸
付

期
間
を
当
該
会
計
年
度
内
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
も
の
で
す
。

◆
小
野
町
役
場
の
位
置
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を

改
正

　
令
和
８
年
度
に
お
い
て
、
小
野
町
役
場
新
庁
舎
に
係
る
建

築
工
事
を
着
手
す
る
に
あ
た
り
、
新
庁
舎
建
設
地
の
新
た
な

住
所
地
に
改
正
し
た
く
、
現
在
の
住
所
地
「
字
舘
廻
92
番

地
」
を
「
字
美
売
32
番
地
」
と
す
る
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
条
例
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
は
、
供
用
開
始

時
期
が
未
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
規
則
で
別
途
定
め
る
こ
と

と
し
、
別
途
規
則
で
定
め
る
施
行
日
ま
で
は
現
行
の
位
置
と

す
る
も
の
で
す
。

◆
小
野
町
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正

　
住
民
票
等
各
種
証
明
書
の
発
行
手
数
料
に
つ
い
て
、
受
益

者
負
担
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
小
野
町
使
用
料
・
手
数
料

の
見
直
し
に
関
す
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
税
務
課
及
び
町

民
生
活
課
に
お
い
て
所
管
す
る
手
数
料
に
つ
い
て
見
直
し
を

行
い
た
く
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
令
和
８
年

10
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
で
す
。

◆
小
野
町
浄
化
槽
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正

　
市
町
村
設
置
型
の
浄
化
槽
整
備
事
業
に
関
し
て
、
平
成
23

年
度
の
事
業
開
始
時
に
比
べ
工
事
単
価
が
上
昇
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
設
置
申
請
者
が
負
担
す
る
現
行
の
分
担
金
の
金
額

か
ら
、
全
区
分
「
工
事
費
３
割
の
額
」
へ
改
正
し
た
く
、
所

要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
令
和
９
年
４
月
１
日
か
ら

施
行
す
る
も
の
で
す
。

◆
小
野
町
屋
内
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

　
屋
内
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
の
使
用
料
に
つ
い
て
、
「
利
用
者

１
名
に
つ
き
１
時
間
当
た
り
の
使
用
料
」
か
ら
「
施
設
全
部

の
１
時
間
当
た
り
の
使
用
料
」
に
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
、

令
和
８
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
老
人
団
体
な
ど
が
利
用
す
る

場
合
は
使
用
料
を
免
除
し
ま
す
。
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小
野
町
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画

議
員
提
出
議
案

そ
の
他
の
議
案

◆
小
野
町
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

　
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
の
使
用
料
に
つ
い
て
、
受
益
者
負
担

の
適
正
化
を
図
る
た
め
使
用
料
を
見
直
し
た
く
、
所
要
の
改

正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
令
和
８
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
す

る
も
の
で
す
。

◆
小
野
町
多
目
的
研
修
集
会
施
設
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

　
小
野
町
多
目
的
研
修
集
会
施
設
の
使
用
料
に
つ
い
て
、
受

益
者
負
担
の
適
正
化
を
図
る
た
め
使
用
料
を
見
直
し
た
く
、

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
令
和
８
年
10
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
も
の
で
す
。

◆
小
野
町
公
民
館
条
例
の
一
部
を
改
正

　
公
民
館
及
び
雁
股
田
分
館
の
使
用
料
に
つ
い
て
、
受
益
者

負
担
の
適
正
化
を
図
る
た
め
使
用
料
を
見
直
し
た
く
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
令
和
８
年
10
月
１
日
か
ら
施

行
す
る
も
の
で
す
。

◆
小
野
町
社
会
体
育
施
設
の
設
置
及
び
管
理
運
営

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

　
町
民
体
育
館
や
野
球
場
な
ど
の
社
会
体
育
施
設
の
使
用
料

に
つ
い
て
、
受
益
者
負
担
の
適
正
化
を
図
る
た
め
使
用
料
を

見
直
し
た
く
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
令
和
８

年
10
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
で
す
。

　
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法

に
基
づ
き
、
福
島
県
の
「
福
島
県
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
方

針
」
を
指
針
と
し
て
、
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
基
本
的

方
向
や
到
達
す
べ
き
目
標
と
そ
の
た
め
の
基
本
的
な
施
策
を

示
し
た
計
画
を
策
定
し
た
い
た
め
、
同
法
第
８
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

　

２
件
の
議
員
提
出
議
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

◆
議
員
派
遣
に
つ
い
て

　
小
野
町
議
会
会
議
規
則
第
１
２
７
条
第
１
項
に
よ
り
、
議

案
の
審
査
又
は
町
の
事
務
調
査
な
ど
の
た
め
議
員
を
県
内
外

に
派
遣
す
る
こ
と
に
つ
い
て
提
案
し
た
も
の
で
す
。

　
【
議
案
提
出
者
：
竹
川　
里
志 

議
員
】

◆
小
野
町
議
会
の
議
員
の
定
数
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
議
会
の
あ
り
方
や
議
員
定
数
の
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
を

重
ね
、
町
の
人
口
規
模
の
将
来
見
通
し
や
他
自
治
体
の
動
向

も
踏
ま
え
、
議
員
定
数
を
現
行
の
12
名
か
ら
10
名
に
削
減
す

る
た
め
提
案
し
た
も
の
で
す
。

　
【
議
案
提
出
者
：
宗
像　
芳
男 

議
員
】

◆
小
野
町
役
場
新
庁
舎
敷
地
造
成
工
事
請
負
変
更

契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　
工
事
内
容
に
変
更
が
生
じ
、
予
定
価
格
が
５
千
万
円
以
上

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
議
会
の
議
決
を
経
て
変
更
契
約
を
締
結

す
る
も
の
で
す
。

　
契
約
先
：
株
式
会
社
石
覚
組

　
変
更
後
の
契
約
額
：
１
億
５
千
５
２
５
万
７
百
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
千
29
万
９
千
３
百
円
の
減
額
）

◆
権
利
の
放
棄
に
つ
い
て
（
水
道
料
金
）

　
債
務
者
所
在
不
明
に
よ
る
水
道
料
金
に
係
る
金
銭
債
権
の

権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
で
す
。
権
利
を
放
棄
す
る
債
権
額
等
は
、
債
務
者
56

人
、
債
権
額
１
６
０
万
７
千
１
６
７
円
で
す
。
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こ こ が 聞 き た い

常任委員会審査常任委員会審査常任委員会審査
定
例
会
3
月
会
議

総
務
文
教
常
任
委
員
会

厚
生
産
業
常
任
委
員
会

予
算
決
算
常
任
委
員
会

答
延
滞
金
を
見
直
し
、
統
合
す
る
。

答
有
効
な
利
用
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
て

い
き
た
い
。

答
使
用
料
に
つ
い
て
は
町
の
基
本
方
針
に

基
づ
い
て
改
正
し
て
い
る
。
ま
た
、
使
用
料

の
免
除
に
該
当
し
な
い
方
の
利
用
も
想
定
し

て
い
る
た
め
、
使
用
料
を
設
定
し
て
い
る
。

答
適
切
に
対
応
す
る
。

答
年
度
内
に
完
結
す
る
。

答
町
内
の
利
用
者
の
使
用
料
は
増
加
す
る

が
、
町
外
の
利
用
者
は
、
減
る
見
込
み
で
計

上
し
て
い
る
。

答
令
和
８
年
度
中
に
決
定
し
た
い
。

答
い
な
い
。
適
任
者
が
い
れ
ば
お
願
い
し

た
い
。

問
債
権
管
理
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
、
督
促
手
数
料
を

廃
止
す
る
理
由
は
。

問
最
近
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
を
や

る
方
が
増
え
て
お
り
、
ゲ
ー
ト

ボ
ー
ル
を
や
る
方
は
減
っ
て
い

る
。
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
で
も

使
用
で
き
る
よ
う
施
設
を
開
放

し
て
ほ
し
い
。

問
小
野
町
屋
内
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

改
正
に
つ
い
て
、
高
齢
者
の
健
康

増
進
が
目
的
で
あ
れ
ば
使
用
料
は

無
料
で
も
良
い
の
で
は
。

問
債
権
放
棄
に
な
ら
な
い
よ
う
に

管
理
さ
れ
た
い
。

問
地
域
公
共
交
通
の
利
便
性
向
上

に
向
け
た
調
査
、
実
証
運
行
は

年
度
内
に
完
結
す
る
の
か
。

問
火
葬
料
は
、
改
正
に
よ
り
約
４

倍
と
な
っ
た
が
、
予
算
計
上
額

は
こ
の
程
度
な
の
か
。

問
た
か
む
ら
荘
の
今
後
の
運
営
方

針
は
。

問
バ
レ
ー
、
柔
道
以
外
の
中
学
校

の
部
活
の
外
部
指
導
者
は
い
る

の
か
。

総
務
課

健
康
福
祉
課

企
画
政
策
課

町
民
生
活
課

健
康
福
祉
課

教
育
課



8

　・賛成が「○」、反対は「×」と表示します。なお、採決には田村議長は加わりません。

会　
議　
名

提
出
区
分

議　案　名
可　
否

古
﨑　
泰
介

橋
本　
善
雄

國
分　
順
一

羽
生　
洋
市

會
田
百
合
子

緑
川　
久
子

先
﨑　
勝
馬

竹
川　
里
志

宗
像　
芳
男

水
野　
正
廣

中
野　
孝
一

定
例
会
３
月
会
議

町　
長

小野町債権管理条例について 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町消防施設整備基金条例について 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町浄化槽整備事業資金貸付基金条例について 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に
ついて

可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町役場の位置を定める条例の一部を改正する条例について 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町地域安全の推進に関する条例の一部を改正する条例について 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町浄化槽の整備に関する条例の一部を改正する条例について 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例の一部を改正す
る条例について

可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町町営住宅等条例の一部を改正する条例について 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例の一部を改正する
条例について

可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町多目的研修集会施設設置及び管理に関する条例の一部を改正す
る条例について

可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町公民館条例の一部を改正する条例について 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町社会体育施設の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正す
る条例について

可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町文化・体育振興基金条例の一部を改正する条例について 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

なつい自然公園設置及び管理に関する条例を廃止する条例について 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条
例について

可
決○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町青少年問題協議会設置条例を廃止する条例について 可
決○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町保健師養成奨学金貸与条例を廃止する条例について 可
決○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町ふるさと水と土保全基金条例を廃止する条例について 可
決○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町過疎地域持続的発展計画について 可
決○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和７年度小野町一般会計・各特別会計等補正予算　７件 可
決○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和８年度小野町一般会計予算・各特別会計等予算　６件 可
決○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町役場新庁舎敷地造成工事請負変更契約の締結について 可
決○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

権利の放棄について（水道料金） 可
決○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　
員

議員派遣について 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小野町議会の議員の定数に関する条例の一部を改正する条例について 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※提出区分欄の「町長」は町長提出議案、「議員」は議員提出議案を示します。
※紙面の関係上、予算関係議案は集約して掲載しています。個々の議案名は小野町議会のホームページに掲載します「会議録」をご覧ください。

審議した議案と各議員の賛否



9 小野町議会ホームページ https://www.town.ono.fukushima.jp/soshiki/10/https://www.town.ono.fukushima.jp/soshiki/10/

７
人
の
議
員
が
一
般
質
問

町
政
町
政
をを
問
う
問
う

町
政
を
問
う

町
政
を
問
う

※
紙
面
の
関
係
上
、「
◆
」
の
質
問
と
答
弁
の
内
容
の
み
要
約
し
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
質
問
項
目
の
内
容
等
は
、
８
月
下
旬
に
小
野
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

　
掲
載
予
定
の
「
会
議
録
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

緑川 久子 議員 �  10 ページ
　１　子どもの長時間スマホ利用の問題点について
◆　・子どものスマホの適切な使い方の指導について
　２　老人憩の家「たかむら荘」（ゆ～ゆ～こまち）の
　　　利用休止について
◆　・「たかむら荘」の調査状況と今後の運営について

竹川 里志 議員 �  11 ページ
　１　公立小野町地方綜合病院について
◆　・持続可能な医療体制について
　　・今後の医療体制の取り組みについて
　２　発酵のまちづくりについて
◆　・進捗状況と実効性について
　　・参画拠点の整備状況について
　　・専門人材（発酵ソムリエ）の活用について
　　・町民への周知と共感の醸成について
　３　小野町の健康づくりについて
　　・「小野町モデル」の包括的な取り組みについて
　　・部活動の地域展開と担い手の確保について

羽生 洋市 議員 �  12 ページ
　１　デマンド型交通について
◆　・デマンド型交通の導入について
　２　子育て支援について
◆　・こども食堂の開催のあり方について
　３　農業行政について
　　・発酵の町としての拠点づくりについて

國分 順一 議員 �  13 ページ
　１　子育て支援について
　　・子育て支援のコミュニティづくりについて
◆　・高校の通学費助成について
　２　一般行政について
◆　・公共施設の利活用について

會田 百合子 議員 �  14 ページ
　１　公立病院における医療提供の実態について
◆　・設置者である企業団の一員としての病院運営と
　　　説明責任について
　２　マイナンバー制度を支える「自治体システム標準化」の
　　　問題について
◆　・標準化による職員業務と自治体機能への影響について

橋本 善雄 議員 �  15 ページ
　１　一般行政について
◆　・若者が町に残り、関わり続けられる町づくりについて
　　・町内企業の雇用確保と若者の定着を両立させるための
　　　町づくりについて
◆　・多様な町民意見を反映する仕組みづくりについて
　　・こまちダムを活用した小野町の魅力発信について

古﨑 泰介 議員 �  16 ページ
　１　水不足について
　　・井戸水を利用する家庭の対応策について
　２　移住政策について
　　・関係部署が連携する推進チームについて
　３　社会福祉について
◆　・相談機会の増加と療育施設について
　４　空き家対策について
　　・改修と活用方法ついて
　５　学校給食について
◆　・献立の活用方法について
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緑川 久子 議員

子どものスマホの適切な使い方の指導について

子どもたちへの適切な情報モラルの指導と
家庭でのルール作りをサポートする

問問

答答
問
ス
マ
ホ
の
長
時
間
使
用
が
、

睡
眠
不
足
や
ス
マ
ホ
依
存
な
ど

子
ど
も
の
成
長
に
様
々
な
リ
ス

ク
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で

の
い
じ
め
や
誹
謗
中
傷
、
ト
ラ

ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
る
危
険
性

な
ど
が
問
題
に
な
っ
て
お
り
、

世
界
的
に
も
ス
マ
ホ
を
規
制
す

る
動
き
が
広
が
っ
て
い
る
。

　

デ
ジ
タ
ル
時
代
の
子
育
て
に

お
け
る
課
題
と
し
て
、
ス
マ
ホ

利
用
の
適
切
な
指
導
に
つ
い
て

は
。教

育
長
当
町
に
お
け
る
小
中

学
生
の
ス
マ
ホ
保
有
率
が
上
昇

問
「
た
か
む
ら
荘
」
は
老
人
会
や
入
浴
施
設
と
し
て
長
年
、

利
用
さ
れ
て
き
た
が
、
施
設
の
老
朽
化
の
た
め
、
給
湯
用
ボ
イ

ラ
ー
の
不
具
合
な
ど
で
大
規
模
な
改
修
が
必
要
に
な
る
こ
と
か

ら
、
現
在
、
休
止
し
て
い
る
。

　
利
用
者
に
は
、
近
隣
の
温
浴
施
設
を
対
象
に
入
浴
料
の
一
部

を
助
成
し
て
い
る
が
、
改
修
し
て
再
開
す
る
の
か
。
そ
れ
と
も

閉
館
に
な
る
の
か
。
今
後
の
運
営
と
調
査
状
況
に
つ
い
て
は
。

健
康
福
祉
課
長
老
人
憩
の
家
た
か
む
ら
荘
は
、
ボ
イ
ラ
ー

漏
水
な
ど
に
よ
り
昨
年
12
月
末
か
ら
休
止
中
で
す
。
施
設
や
設

備
の
老
朽
化
、
多
額
の
維
持
管
理
費
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、

今
後
の
運
営
方
法
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
代
替
措
置
と
し
て
、

65
歳
以
上
の
方
へ
の
入
浴
料
助
成
や
老
人
ク
ラ
ブ
向
け
の
利
用

料
・
移
動
バ
ス
費
用
の
負
担
等
を
令
和
8
年
度
予
算
に
計
上
し

て
お
り
、
引
き
続
き
高
齢
者
の
福
祉
向
上
に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
。再

質
問
今
後
の
入
浴
施
設
に
つ
い
て
、
町
は
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
の
か
。

健
康
福
祉
課
長
新
た
な
施
設
の
整
備
に
替
え
て
、
民
間
活

力
及
び
広
域
連
携
を
推
進
す
る
た
め
、
現
在
実
施
し
て
い
る
代

替
施
設
の
入
浴
料
金
の
助
成
を
継
続
し
て
ま
い
り
ま
す
。

す
る
中
、
小
中
学
校
で
は
情
報
モ

ラ
ル
診
断
や
外
部
講
師
を
招
い
た

学
習
会
を
行
い
、
児
童
生
徒
と
保

護
者
が
共
に
ス
マ
ホ
の
利
用
に
関

す
る
理
解
を
深
め
て
い
ま
す
。
令

和
８
年
度
は
さ
ら
に
教
育
委
員
会

重
点
施
策
に
位
置
付
け
、
学
校
と

家
庭
が
連
携
し
、
子
ど
も
達
へ
の

適
切
な
情
報
モ
ラ
ル
の
指
導
と
家

庭
で
の
ル
ー
ル
作
り
を
サ
ポ
ー
ト

し
て
ま
い
り
ま
す
。

「
た
か
む
ら
荘
」
の
調
査
状
況
と

今
後
の
運
営
に
つ
い
て

設
備
老
朽
化
や
多
額
の
維
持
管
理
が

課
題
で
あ
る
。
今
後
の
運
営
方
法
は
検
討
中

問問答答
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問
小
野
町
総
合
計
画
の
産
業
の
６
次
化
と
発
酵
技
術
を
活
用
し
た
産

業
の
活
性
化
や
町
民
の
健
康
づ
く
り
施
策
で
、
計
画
で
立
ち
上
が
っ
た

新
規
事
業
お
よ
び
町
内
で
生
ま
れ
た
具
体
的
な
事
業
効
果
と
実
効
性
に

つ
い
て
は
。

産
業
振
興
課
長
産
業
６
次
化
発
酵
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
で

は
、
味
噌
・
乳
製
品
の
各
部
会
で
体
験
教
室
や
Ｐ
Ｒ
、
普
及
啓
発
活
動

な
ど
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
日
本
酒
部
会
に
お
い
て
は
、「
純
米
吟
醸 

東
堂
山
勝
馬
」
の
町
外
で
の
取
扱
い
に
向
け
た
Ｐ
Ｒ
活
動
の
ほ
か
、
ふ

る
さ
と
納
税
返
礼
品
へ
の
追
加
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
ま
た
、
甘
酒
・

味
噌
の
試
作
品
の
配
布
を
実
施
し
ま
し
た
。
人
材
育
成
面
で
は
発
酵
食

品
ソ
ム
リ
エ
の
認
定
者
を
69
名
輩
出
し
て
い
ま
す
。
今
後
は
普
及
啓
発

に
加
え
、
発
酵
食
品
の
商
品
化
や
販
売
促
進
に
よ
る
経
済
効
果
を
目
指

し
、
引
き
続
き
取
り
組
み
ま
す
。

竹川 里志 議員

問問

答答

持続可能な医療体制について

救急対応や職員配置の見直しなどで
経営健全化を図る

問
病
院
議
会
で
の
昨
年
12

月
会
議
に
お
け
る
収
益
収
支

の
資
料
で
は
、
純
損
益
が
急

激
に
悪
化
し
て
い
る
が
、
悪

化
し
た
収
支
を
今
後
ど
の
よ

う
に
改
善
し
て
い
く
の
か
。

町
長
令
和
６
年
度
の
病
院

事
業
決
算
は
、
患
者
数
減
や

物
価
高
騰
、
人
件
費
上
昇
等

に
よ
り
大
幅
な
純
損
失
と
な

り
ま
し
た
。
現
在
、
経
営
改

善
検
討
委
員
会
を
設
置
し
、

救
急
対
応
や
職
員
配
置
の
見

直
し
な
ど
で
経
営
健
全
化
を

図
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
厳

し
い
環
境
が
予
想
さ
れ
ま
す

進
捗
状
況
と
実
効
性
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
継
続
し
な
が
ら
、

協
議
会
と
連
携
し
て
さ
ら
に
事
業
効
果
を
高
め
て
い
く

問問答答

が
、
地
域
に
不
可
欠
な
病
院

と
し
て
、
構
成
市
町
村
な
ど

と
連
携
し
持
続
可
能
な
医
療

体
制
の
構
築
に
努
め
ま
す
。
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羽生 洋市 議員

デマンド型交通の導入について

本町に最適かつ持続可能な交通手段の
確立を目指す

問問

答答
問
本
町
で
は
路
線
バ
ス
の
運
行

が
極
め
て
少
な
い
地
域
が
多
く
、

様
々
な
手
続
き
な
ど
、
移
動
を

不
便
に
感
じ
て
い
る
町
民
は
少

な
く
な
い
。
一
方
で
全
国
的
に

路
線
バ
ス
を
補
完
す
る
交
通
手

段
と
し
て
予
約
制
・
乗
り
合
い

型
の
ら
く
ら
く
タ
ク
シ
ー
が
導

入
さ
れ
て
い
る
。
本
町
で
も
ら

く
ら
く
タ
ク
シ
ー
の
よ
う
な
デ

マ
ン
ド
型
交
通
の
導
入
に
つ
い

て
考
え
て
は
ど
う
か
。

企
画
政
策
課
長
本
町
は
鉄

道
や
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
が
暮
ら

し
の
足
を
担
う
一
方
、
運
行
本

数
の
限
定
や
待
ち
時
間
な
ど
の

課
題
が
あ
り
ま
す
。
来
年
度
は

問
本
町
で
は
月
に
一
度
こ
ど
も
食
堂
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

過
日
、
宮
城
県
柴
田
町
の
こ
ど
も
食
堂
を
視
察
し
て
き
た
が
、

利
用
者
の
孤
立
を
防
ぐ
た
め
高
齢
者
や
家
族
も
参
加
さ
せ
て

い
た
。
安
価
で
も
栄
養
の
あ
る
食
事
を
提
供
す
る
温
か
な
場

所
と
し
て
、
地
域
全
体
で
子
ど
も
と
家
庭
を
支
え
る
こ
と
が

目
的
で
あ
る
。

　

子
ど
も
た
ち
へ
の
安
心
感
、
保
護
者
同
士
の
情
報
交
換
な

ど
生
活
困
難
が
利
用
の
目
的
で
は
な
い
こ
と
を
伝
え
る
た
め

に
も
、
保
護
者
が
参
加
で
き
る
機
会
を
設
け
て
は
ど
う
か
。

子
育
て
支
援
課
長
町
で
は
、
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
と

食
育
推
進
、
居
場
所
づ
く
り
を
目
的
に
、
令
和
７
年
６
月
か
ら

児
童
館
で
こ
ど
も
食
堂
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
小
学
生
を
対
象

に
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
調
理
に
よ
る
昼
食
を
提
供
し
、
保
護

者
か
ら
も
大
変
好
評
で
す
。
今
後
は
ア

ン
ケ
ー
ト
や
関
係
団
体
の
意
向
を
踏
ま

え
、
多
世
代
参
加
の
検
討
や
子
ど
も
た

ち
が
参
加
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
努

め
ま
す
。

国
の
補
助
金
を
活
用
し
、
町
民

ニ
ー
ズ
の
調
査
や
課
題
整
理
の
上

で
、
デ
マ
ン
ド
交
通
や
日
本
版
ラ

イ
ド
シ
ェ
ア
な
ど
か
ら
実
証
運
行

を
行
う
計
画
で
す
。
既
存
交
通
と

の
関
係
を
踏
ま
え
、
本
町
に
最
適

で
持
続
可
能
な
交
通
手
段
の
確
立

を
目
指
し
ま
す
。

こ
ど
も
食
堂
の
開
催
の

あ
り
方
に
つ
い
て

保
護
者
の
参
加
や
高
齢
者
等
の
参
加
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の

結
果
や
関
係
団
体
の
意
向
を
踏
ま
え
検
討
す
る

問問答答



13

問
新
庁
舎
建
設
に
よ
り
外
部
施
設
も
庁
舎
内
に
配
置
さ
れ
る
。
そ

の
後
、
多
目
的
研
修
集
会
施
設
の
教
育
委
員
会
な
ど
、
事
務
室
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
る
区
画
の
空
き
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
は
引
き
続
き

事
務
室
と
し
て
利
用
す
る
の
か
、
子
育
て
支
援
課

が
入
っ
て
い
る
施
設
と
あ
わ
せ
て
空
き
ス
ペ
ー
ス

の
利
活
用
に
つ
い
て
は
。

総
務
課
長
教
育
委
員
会
と
子
育
て
支
援
課
の
事

務
所
機
能
は
、
新
庁
舎
整
備
に
合
わ
せ
て
移
転
予
定

で
す
。
移
転
後
の
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
町
や
教

育
委
員
会
の
公
用
・
公
共
用
と
し
て
の
利
用
の
ほ
か
、

一
般
住
民
が
利
用
で
き
る
貸
し
館
ス
ペ
ー
ス
と
し
て

の
活
用
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
新
庁
舎
移
転
後
、
速
や

か
に
効
果
的
な
利
活
用
が
図
れ
る
よ
う
、
今
後
検
討

を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

再
質
問
施
設
の
今
後
の
利
活
用
に
つ
い
て
は
、

広
く
団
体
、
法
人
な
ど
の
公
募
を
す
る
考
え
は
あ
る

の
か
。

総
務
課
長
そ
れ
ら
を
含
め
て
種
々
検
討
し
て
ま

い
り
ま
す
。

國分 順一 議員

問問

答答

高校の通学費助成について

公平性に配慮しながら、実施体制の
整備や財源の確保について検討する

問
高
校
の
統
合
は
県
の
施

策
で
あ
る
が
、
地
元
生
徒
の

負
担
が
増
え
る
こ
と
を
考

え
、
町
と
し
て
通
学
費
の
支

援
を
す
る
考
え
が
あ
る
の

か
。子

育
て
支
援
課
長
高
校

統
合
に
よ
り
、
中
学
校
卒
業

後
の
進
学
者
の
多
く
が
公
共

交
通
機
関
を
利
用
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。
通
学
費
は
家

庭
の
固
定
的
な
負
担
で
あ
る

た
め
、
希
望
す
る
学
校
へ
進

学
し
通
学
し
や
す
い
環
境
を

公
共
施
設
の
利
活
用
に
つ
い
て

新
庁
舎
移
転
後
、
速
や
か
に
効
果
的
な

利
活
用
が
図
れ
る
よ
う
検
討
を
進
め
る

問問答答

整
え
る
こ
と
は
大
切
で
す
。

町
と
し
て
も
子
育
て
世
帯
の

負
担
軽
減
や
教
育
機
会
の
均

等
を
図
る
た
め
、
公
平
性
に

配
慮
し
つ
つ
実
施
体
制
や
財

源
に
つ
い
て
調
査
検
討
し
て

ま
い
り
ま
す
。
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會田 百合子 議員

設置者である企業団の一員としての
病院運営と説明責任について

病床数や診療回数の削減、外来診療科目の廃止、
職員数の適正化など、様々な検討を重ねる

問問

答答
問
病
院
運
営
の
見
直
し
が
医

療
費
抑
制
や
一
般
会
計
負
担
の

軽
減
に
つ
な
が
ら
な
い
場
合
、

病
床
機
能
や
運
営
方
針
の
見
直

し
を
検
討
す
る
考
え
は
あ
る
の

か
。町

長
令
和
６
年
度
の
病
院
事

業
決
算
は
大
幅
な
純
損
失
と
な

り
、
収
支
が
悪
化
し
て
い
ま
す
。

赤
字
解
消
に
向
け
、
診
療
体
制

や
病
床
数
の
見
直
し
、
新
患
対

応
の
充
実
等
を
検
討
中
で
す
。

人
口
減
少
や
物
価
高
騰
な
ど
課

題
は
山
積
し
て
い
ま
す
が
、
病

床
数
削
減
や
職
員
数
の
適
正
化

な
ど
様
々
な
検
討
を
重
ね
、
構

問
標
準
化
移
行
後
、
職
員
の
業
務
量
が
減
少
し
た
り
、
業

務
改
善
な
ど
の
変
化
は
生
じ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
は

行
政
コ
ス
ト
な
ど
の
低
減
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
。

町
民
生
活
課
長
自
治
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
は
、
中

長
期
的
な
負
担
軽
減
や
ク
ラ
ウ
ド
活
用
を
目
的
と
し
、
令
和

７
年
度
末
ま
で
の
移
行
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
当
町
は
一
部

を
除
き
令
和
８
年
１
月
に
移
行
し
ま
し
た
が
、
短
期
的
に
は

作
業
や
研
修
に
よ
り
業
務
量
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
令
和
８

年
度
は
維
持
管
理
費
の
増
加
も
見
込
ま
れ
ま
す
が
、
今
後
は

国
の
事
例
を
参
考
に

事
務
効
率
化
や
コ
ス

ト
抑
制
に
努
め
ま
す
。

成
市
町
村
と
共
に
、
患
者
に
支

障
の
な
い
安
定
し
た
経
営
環
境

の
構
築
に
努
め
ま
す
。

自
治
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
よ
る

職
員
業
務
と
自
治
体
機
能
へ
の
影
響
に
つ
い
て

移
行
に
係
る
対
応
作
業
や
操
作
の
研
修
な
ど
、

短
期
的
に
は
む
し
ろ
業
務
量
が
増
加
し
て
い
る

問問答答
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問
子
育
て
世
代
や
働
き
世
代
、
高
齢
者
な
ど
幅
広
い
町
民
の
声
を

丁
寧
に
伺
い
、
町
づ
く
り
に
活
か
す
仕
組
み
を
今
後
進
め
て
い
く
考

え
は
あ
る
の
か
。

デ
ジ
タ
ル
推
進
室
長
町
政
運
営
に
は
多
様
な
住
民
の
声
が
不
可

欠
で
あ
り
、
町
政
懇
談
会
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
じ
対
話
に
努
め

て
き
ま
し
た
。
若
者
な
ど
の
参
加
が
少
な
い
現
状
を
踏
ま
え
、
ア
ン

ケ
ー
ト
や
デ
ジ
タ
ル
目
安
箱
を
活
用
し
意
見
把
握
に
努
め
て
い
ま
す
。

今
後
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
出
張

型
公
聴
会
、
地
域
運
営

組
織
の
立
ち
上
げ
な
ど

に
取
り
組
み
、
住
民
の

声
を
活
か
し
た
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
し
ま
す
。

橋本 善雄 議員

問問

答答

若者が町に残り、関わり続けられる
町づくりについて

地域公社などの設立も含め、若者が町に関わりを
持ち続けられる仕組みづくりを検討する

問
若
者
流
出
が
課
題
と
な

る
中
、
観
光
や
施
設
利
用
な

ど
の
地
域
づ
く
り
を
担
う
法

人
等
を
活
用
し
、
若
者
が
町

に
関
わ
り
続
け
ら
れ
る
仕
組

み
を
町
と
し
て
検
討
す
る
余

地
が
あ
る
の
か
。

ま
ち
づ
く
り
推
進
室
長

若
者
の
定
住
と
地
域
活
性
化

に
は
、
主
体
的
に
活
躍
で
き

る
場
と
機
会
の
創
出
が
不
可

欠
で
す
。
公
共
性
と
企
業
が

併
せ
持
つ
地
域
公
社
な
ど
の

活
用
は
、
若
者
の
直
接
雇
用

多
様
な
町
民
意
見
を
反
映
す
る
仕
組
み

づ
く
り
に
つ
い
て

Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
出
張
型
公
聴
会
、

地
域
運
営
組
織
の
立
ち
上
げ
な
ど
に
取
り
組
む

問問答答

や
新
ビ
ジ
ネ
ス
に
よ
る
連
鎖

的
な
雇
用
創
出
に
加
え
、
地

域
へ
の
愛
着
や
当
事
者
意
識

を
育
む
有
効
な
手
段
と
な
り

ま
す
。
今
後
は
公
社
設
立
も

視
野
に
、
若
者
が
町
に
関
わ

り
続
け
ら
れ
る
仕
組
み
づ
く

り
を
検
討
し
ま
す
。
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古﨑 泰介 議員

相談機会の増加と療育施設について

令和８年度当初予算に、療育体験および
相談会を週１回開催する予算を計上

問問

答答
問
町
で
は
療
育
が
必
要
と

さ
れ
る
児
童
が
小
学
校
だ
け

で
も
30
名
程
度
い
る
が
、
町

か
ら
一
番
近
く
の
施
設
は
田

村
市
船
引
町
に
所
在
す
る
た

め
、
車
で
約
30
分
の
送
迎
が

必
要
と
な
っ
て
い
る
。
町
内

に
も
同
様
の
施
設
を
求
め
る

声
が
あ
る
が
、
現
在
小
野
町

に
お
い
て
は
、
社
協
と
福
祉

事
業
者
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
が
連
携
し
、
相
談
・
療

育
体
験
会
を
実
施
し
て
い

る
。
新
規
を
含
め
た
利
用
者

の
要
望
を
集
め
、
今
後
の
展

開
を
進
め
る
た
め
に
、
来
年

度
は
週
１
回
程
度
の
相
談
会

の
開
催
が
検
討
さ
れ
て
い

る
。
い
く
つ
か
あ
る
課
題
の

問
学
校
給
食
の
無
償
化
に
伴
う
町
負
担
の
増
加
を
機
に
、
栄
養
教
諭
が
作

成
す
る
模
範
的
な
献
立
を
全
町
民
へ
紹
介
し
て
は
ど
う
か
。
健
康
の
源
で
あ

る
食
習
慣
の
実
践
を
促
し
、
町
民
の
健
康
増
進
に
寄
与
す
る
活
用
策
に
つ
い

て
、
町
の
考
え
は
。

教
育
課
長
学
校
給
食
は
栄
養
教
諭
が
国
の
基
準
に
基
づ
き
作
成
し
た
栄

養
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
献
立
で
あ
り
、
食
育
や
地
場
産
品
の
活
用
も
考
慮
さ
れ

て
い
ま
す
。
議
員
提
案
の
献
立
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
食
生
活
改
善
の
き
っ

か
け
と
し
て
期
待
さ
れ
る
た
め
、
今
後
は
児
童
生
徒
の
各
家
庭
へ
の
配
布
に

加
え
、
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
を
通
じ
て
広
く
公
表
す
る
な
ど
、
前
向

き
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

再
質
問
健
康
被
害
へ
の
懸
念
や
体
質
的
に
飲
め
な
い
児
童
生
徒
へ
の
配
慮

か
ら
、
学
校
給
食
で
の
牛
乳
使
用
の
見
直
し
を
提
案
し
た
い
。
物
価
高
騰
も

踏
ま
え
、
パ
ン
の
日
以
外
は
お
茶
に
す
る
な
ど
経
費
を
抑
え
る
工
夫
も
検
討

す
べ
き
と
考
え
る
が
。

教
育
課
長
小
野
町
給
食
セ
ン
タ
ー
で
は
完
全
給
食
を
提
供
し
て
お
り
、

牛
乳
は
学
校
給
食
法
施
行
規
則
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
要
素
の
一
つ
と
し
て

定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
実
施
基
準
で
定
め
ら
れ
た
児
童
生
徒
が
１
日

に
摂
取
す
べ
き
カ
ル
シ
ウ
ム
の
約
50
％
以
上
を
確
保
す
る
上
で
、
牛
乳
は
必

要
不
可
欠
で
す
。
成
長
期
の
健
康
維
持
増
進
の
た
め
、
今
後
も
継
続
的
に
提

供
し
て
ま
い
り
ま
す
。

内
、
保
健
師
の
派
遣
や
開
催

場
所
の
提
供
が
あ
れ
ば
課
題

解
決
に
つ
な
が
る
。
町
で
は

ど
の
よ
う
な
支
援
が
で
き
る

の
か
。

健
康
福
祉
課
長
町
内
に

は
療
育
施
設
が
な
く
町
外
通

所
の
負
担
が
大
き
い
た
め
、

療
育
を
断
念
す
る
ケ
ー
ス
が

あ
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
町
は
こ
れ
ま
で
相

談
支
援
等
を
行
っ
て
き
ま
し

た
が
、
新
た
な
取
り
組
み
と

し
て
専
門
員
に
よ
る
療
育
体

験
・
相
談
会
を
実
施
し
ま
し

た
。
令
和
８
年
度
は
こ
れ
を

週
１
回
開
催
す
る
予
算
を
計

上
し
て
お
り
、
早
期
発
見
・

早
期
支
援
に
向
け
体
制
を
強

化
し
ま
す
。 献

立
の
活
用
方
法
に
つ
い
て

町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
を
活
用
し
、広
く
公
表
す
る

問問答答
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議会活動トピックス
地方自治研究交流セミナー（２月１３日）

葉たばこ播種（種まき）を視察（３月９日）

新庁舎関連工事に係る現地調査（３月１２日）

　地域が抱える特定の課題をテーマに大学教授など学識経験者とのディスカッションを通じ
て、課題解決に向けた方策を見出し、政策提言に繋げることを目的に、「議会への住民参加に
ついて（住民視点の活かし方）」をテーマに、福島大学人間発達文化学類学類長である牧田実
教授より講演を
いただき、参加
した小野町・三
春町議員との活
発なディスカッ
ションが行われ
ました。

　厚生産業常任委員会の視察で、JA 福島さくらたむら統括センターのたばこ共同育苗施
設を訪問しました。南部営農経済センター郡司センター長から、令和８年作の事業計画や、
現在の施設内で
の作業の様子に
ついて説明を受
け、現場の状況
を確認しました。

　新庁舎建設等検討特別委員会において、現在造成工事が進む建設予定地を視察しました。
当日は担当職員より現況や今後の工程について説明を受け、現場の進捗を直接確認しまし
た。安全かつ円
滑な完成を目指
し、今後も慎重
に動向を注視し
てまいります。
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令和８年 定例会３月会議令和８年 定例会３月会議
一般質問傍聴者アンケート結果一般質問傍聴者アンケート結果

質問（議会）

理解できた 0

だいたい理解できた 2

あまり理解できなかった 1

理解できなかった 0

答弁（執行部）

理解できた 0

だいたい理解できた 1

あまり理解できなかった 2

理解できなかった 0

【質問に取り上げてほしいテーマ】【質問に取り上げてほしいテーマ】
　●　●  財政、広報広聴、健康、農業・産業、地域交通財政、広報広聴、健康、農業・産業、地域交通

【意見や感想（※一部抜粋）】【意見や感想（※一部抜粋）】
【議会】【議会】
　●　●  質問に熱意や気持ちが感じられない　　質問に熱意や気持ちが感じられない　　●●  興味を引く内容がない興味を引く内容がない
　●　●  他人事の質疑のように感じた　　　　　他人事の質疑のように感じた　　　　　●●  もう少し詰めてほしかったもう少し詰めてほしかった
　●　●  検討中の答弁の確認はしているのか検討中の答弁の確認はしているのか

【執行部】【執行部】
　●　●  やさしい言葉を使って答弁してほしいやさしい言葉を使って答弁してほしい
　●　●  結論をわかりやすく端的に答えてほしい結論をわかりやすく端的に答えてほしい
　●　●  答弁が消極的である　答弁が消極的である　　●　●  明るい未来が感じられない明るい未来が感じられない
　●　●  質問の内容を事前に把握していたと聞いていたが期待する内容ではなかった質問の内容を事前に把握していたと聞いていたが期待する内容ではなかった

【傍聴者】【傍聴者】
　●　●  議場は形式重視で緊張感を感じた議場は形式重視で緊張感を感じた
　●　●  自分自身も勉強して傍聴に参加したい自分自身も勉強して傍聴に参加したい

●●  回答者数３名（60代２名、70代１名） 回答者数３名（60代２名、70代１名） ●●  一般質問の内容について一般質問の内容について

ふるさとの絆を実感 ふるさと小野町会ふるさとの絆を実感 ふるさと小野町会
　５月 17日㈰、埼玉県戸田市文化会館において「ふるさと小野町会総会」が開催され、本町議会
からも議員が出席しました。
　総会では、令和８年度の事業計画および予算が承認されました。その後の交流会では、会員の
皆さまとの１年ぶりの再会を喜び合い、小野町の近況やふるさとの昔話に花を咲かせました。最
後は恒例の「高校三年生」やピアノ伴奏による「故郷（ふるさと）」を全員で合唱し、盛況のうち
にお開きとなりました。今後ともふるさと小野町への温かい応援をお願いします。
　会員皆さまの、今後ますますのご健勝をお祈り申し上げます。
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議 会 活 動 日 誌

議会からのお願い 議会だよりの取材のため、腕章をつけた広報編集委員会の委員が
お伺いしますので、ご理解・ご協力をお願いします。

2月　3日

4日
10日

13日

15日

17日
20日
24日

25日

26日
28日

3月　1日
5日

5日~13日
9日

10日
13日

19日

21日
23日
24日
25日
27日
28日
30日

31日

郡山地方広域消防組合議会２月定例会（郡
山市）
田村青年会議所 2026 年度新年会（田村市）
月例全員協議会
議会改革特別委員会
田村地方町村議会議員研修会（地方自治研
究交流セミナー）
第 40 回 B&G 杯ビーチバレーボール行政
区親善交歓会
百歳賀寿贈呈式
令和８年小野町建業会新年会
第 40 回 B&G 杯室内ゲートボール大会
議会運営委員会
全員協議会
議会改革特別委員会
福島県町村議会議長会第２回定期総会（福島市）
田村地方町村首長議長会（福島市）
例月出納検査
ベトナム料理づくり体験＆交流会

小野高等学校卒業証書授与式
総務文教常任委員会
厚生産業常任委員会
定例会３月会議
葉たばこ播種状況視察
小野町パークゴルフ協会年次総会
小野中学校卒業式
月例全員協議会
小野高等学校閉校式
小野町認定農業者会総会
おのまち認定こども園卒園式
小野小学校卒業式
離任教職員送別会
例月出納検査
教職員離任式
新酒（東堂山勝馬）発表会及び試飲会
公立小野町地方綜合病院企業団議会全員協
議会
公立小野町地方綜合病院企業団議会定例会
職員退任式

２月

３月

職員辞令交付式
小野町教職員着任式
小野小学校入学式
小野中学校入学式
小野町赤十字奉仕団すみれ会総会
小野町グラウンドゴルフ協会総会
三春町観桜会
および各自治体との懇親会（三春町）
月例全員協議会
新庁舎建設等検討特別委員会
総務文教常任委員会
厚生産業常任委員会
小野町議会広報編集委員会
夏井千本桜フェスタ 2026 オープニングイベント

（ライトアップ点灯式）
筆星会総会
小野町更生保護女性会総会
小野町消防団検閲式
小野町農業委員会観桜会
田村地方町村議会議長会総会
田村地区交通安全協会小野支部定期総会
議会運営委員会
例月出納検査
小野町体育協会総会
百歳賀寿贈呈式
小野町民生児童委員協議会総会
第 40 回川の手荒川まつり（東京都）
小野町老人クラブ連合会総会

4月　1日

6日

7日
8日
9日

10日

11日
14日
19日
21日
22日

23日
24日

28日

29日
30日

４月
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ス
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用
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す
！

　

よ
り
多
く
の
皆
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ん
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す
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よ
り

【小野町議会広報編集委員会】
委　員　長� 田村　弘文
副 委 員 長� 中野　孝一
委　　　員� 先﨑　勝馬
委　　　員� 緑川　久子
委　　　員� 會田百合子
委　　　員� 羽生　洋市
委　　　員� 國分　順一
委　　　員� 橋本　善雄

定例会６月会議は
６月10日（水）から開会します。

一般質問は６月11日㈭・12日㈮の予定です。
ぜひ傍聴にお越しください。

●傍聴席が満席の場合は、会議室でのテレビ視聴となる場合があります。
●一般質問の様子は、YouTubeでのライブ配信を行います。
　※詳しくは小野町議会事務局までお問い合わせください。（☎0247-72-6930）

表
紙
の
写
真

　

春
の
風
物
詩
で
あ
る
「
夏
井
千

本
桜
」
の
一
枚
で
す
。

　

ふ
く
し
ま
Ｄ
Ｃ
特
別
企
画
と
し

て
開
催
さ
れ
た
今
年
の
「
夏
井
千

本
桜
フ
ェ
ス
タ
」。
初
開
催
の
コ
ス

プ
レ
イ
ベ
ン
ト
が
新
た
な
活
気
を

も
た
ら
し
、
夜
に
は
桜
と
諏
訪
神

社
の
「
翁
ス
ギ
・
媼
ス
ギ
」
が
光

に
照
ら
さ
れ
ま
し
た
。
竹
あ
か
り

が
創
り
出
す
幻
想
的
な
夜
の
装
い

は
、
昼
間
と
は
一
味
違
う
感
動
を

呼
び
、
一
日
中
楽
し
め
る
特
別
な

春
と
な
り
ま
し
た
。

　

令
和
６
年
３
月
に
議
会
改
革
特
別
委
員
会

を
設
置
し
、「
開
か
れ
た
議
会
」「
信
頼
さ
れ
る

議
会
」
を
目
指
し
て
、
議
員
の
あ
り
方
や
定
数

の
見
直
し
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
本
年
３
月
の
定
例
会
に
お
い
て
、
議
員
定

数
を
「
10
名
」
と
す
る
改
正
条
例
が
全
会
一
致

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

令
和
10
年
２
月
よ
り
新
定
数
と
な
り
ま
す

が
、
定
数
削
減
に
よ
っ
て
議
会
機
能
が
損
な
わ

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
町

民
の
皆
様
の
付
託
に
応
え
、
議
論
を
尽
く
し
て

ま
い
る
所
存
で
す
。
今
後
と
も
、
議
会
へ
の
ご

理
解
と
さ
ら
な
る
ご
支
援
を
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　
梅
雨
入
り
も
間
近
で
す
の
で
、
町
民
の
皆
様

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ど
う
ぞ
ご
自
愛
く
だ
さ

い
。

　
　
小
野
町
議
会
広
報
編
集
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
副
委
員
長　
中
野　
孝
一

あ
と
が
き

おのまち議会だよりは、
環境にやさしいインキを
使用しています。


